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株主優待制度の変更に関するお知らせ 

 

当社は、単元株式数の変更及び株式併合に伴い、下記のとおり株主優待制度を変更いたします

のでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．変更の理由 

既に本年４月９日付の「単元株式数の変更、株式併合及び定款の一部変更に関する

お知らせ」にて公表いたしましたとおり、当社は、本年５月２２日開催の第１５２回

定時株主総会における決議を経て、本年９月１日をもって単元株式数を１，０００株

から１００株に変更するとともに、普通株式２株を１株に併合することとなりました。 

つきましては、新単元となる１００株を所有される株主様から、株主優待制度をご

利用いただけるよう変更を行うものです。 

 

２．変更実施時期 

２０１９年２月末日現在、株主名簿に記載または記録されている１単元（１００株）

以上ご所有の株主様を対象に、変更後の制度の適用を開始いたします。（２０１９年５

月発送予定） 

 

３．変更の内容 

１００株から５００株未満ご所有の株主様の「株主様ご優待カード」に下表のとお

りご利用限度額を設けます。 

変更前 変更後 

ご所有株式数 ご利用限度額 

（6ヶ月間） 

ご所有株式数 ご利用限度額 

（6ヶ月間） 

1,000株未満 （優待対象外） 100株未満 （優待対象外） 

1,000株以上 な し 100株以上 500株未満 30万円 

― ― 500株以上 な し 

なお、「株主様ご優待カード」の利用によるお買物割引率（１０％）、割引除外商品、

お支払い方法や、有料文化催への無料入場（３名様まで）など、ご利用限度額以外の

内容につきましては変更はありません。 

 

４．その他 

本年８月３１日現在、１単元（１，０００株）以上ご所有の株主様へは、本年１１

月下旬頃に２０１９年５月３１日までご利用いただける現行制度の「株主様ご優待カ

ード」をお届けいたします。 

以 上 


